
労災保険二次健康診断のご案内
（労災保険二次健康診断等給付）

※４項目に該当していても、下記に該当する項目があった場合は二次健康診断等給付を受けることはできません
・ 脳血管疾患または、心臓疾患の症状を有している方
・ 第一次健康診断を受診した日から３ケ月経過している
・ 同一年度内に給付を受けている
・ 労災保険制度に特別加入されている方

労災保険二次健康診断は、業務のストレスや過重負荷による脳血管疾患・心臓疾患・過労死の予防を目的と
しています。

労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果、 下記の指定項目において異常所見があると診断された方は、
「指定項目による二次健康診断と特定保健指導」を1年度内に1回、無料で受診する事ができる制度です。

一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された方

最高血圧 135mmHg 以上 または 最低血圧 90mmHg 以上

LDLコレステロール・・・139mg/dl 以上
HDLコレステロール・・・  39mg/dl 以下　・・・いずれかに該当
中性脂肪・・・150mg/dl 以上

BMI 25 以上（ BMI＝体重（kg）÷ 身長（m）² ）または
腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上

110mg/dl 以上 または HbA1c検査 5.6％ 以上

受診対象の方受診対象の方

（1）血圧（1）血圧

（2）血中脂質（2）血中脂質

（3）血糖（3）血糖

（4）肥満度（4）肥満度

※(1)～(4)の項目において「異常なし」と診断されても、産業医等が異常所見を認めると判断しその指示に基づき対象と
なる場合があります



０３－５２１０－６６２０

・ 年度内につき一回のみ受診できます
・ 受診には有効期限があります
一次健康診断  ( 定期健康診断 ) を受診
した日から3 ヶ月以内にお申し込みく
ださい(※ 一次健康診断を受診した日
から 3 ヶ月を過ぎた場合、二次健康診断
を受けることが出来なくなります )

二次健康診断等給付請求書の必要
事項を記入し、事業主の証明（様式
第16号の10の2）を受けてください。
一次健康診断の結果報告書（ 写し
でも可）

ご持参いただく書類ご確認ください

受診に際しては、ご予約をお願いいたします
「労災保険二次健診」であることをお申し出ください

受付時間
月～金曜日 9:00～12:00 , 13:00～17:00
※祝祭日を除く

都営新宿線・三田線・東京メトロ半蔵門線
神保町駅A9より　徒歩2分

東京都千代田区神田神保町1丁目105番地
神保町三井ビルディング1階 外来診療受付

当法人は「労災保険二次健康診断等給付」指定医療機関です

二次健康診断の内容二次健康診断の内容

受診までの流れ受診までの流れ

二次健康診断二次健康診断 特定保健指導特定保健指導

血液検査
HDLコレステロール、LDLコレステロール
中性脂肪、空腹時血糖
ヘモグロビンA1c（第一次健康診断で行った場合は除く）

負荷心電図検査 または 心エコー検査
頸部エコー検査
微量アルブミン尿検査
一次健診で尿蛋白検査結果が 、± または＋の場合

栄養指導
適切なカロリーの 摂取等 、 食生活上の指針を
示す指導

生活指導
 飲酒、禁煙、睡眠等の生活習慣に関する指導

※　脳血管疾患 、心臓疾患の発症防止を図る
　　 ための保健指導を行います。

ご予約・お問い合わせご予約・お問い合わせ アクセスアクセス

注意事項
前日の夕食は 、午後９時頃 までに
済ませ、当日の朝食は摂らないで
お越しください。
＊ 空腹時の血糖値と血中脂質を
検査いたします。

ご予約時に「労災保険二次健診」と
お申し出ください

外来診療受付

ホームページはこちら


